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習志野市 
 

 

◇令和８年度より補助事業開始しました◇ 

 



 

 

 

 

 

 

■対象となるマンションとは？ 

 市内に建築された分譲マンションで次のすべてに該当するもの 

  ア 昭和５６年５月３１日以前に着工されたものであること。 

  イ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 

  ウ 地階を除く階数が３以上あり、かつ延べ面積が１，０００平方メートル以上であること。 

  エ 当該マンションの延べ面積に対し、居住の用に供する部分の延べ面積の占める割合が２分１

以上であること。 

  オ 区分所有者が現に居住する住宅戸数の割合が、全住宅戸数の５分の４以上であること。 

  カ 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 

 

■補助対象者とは？ 

 次の全てに該当する方が対象となります。 

ア 補助対象となるマンションの管理組合であること。 

イ 管理組合の集会において、当該マンションにおける耐震診断を行うことの決議及び耐震診断

に係る費用の一部について、この補助金の交付を申請することの決議を得ていること。 

 

■耐震診断の内容とは？ 

 【予備診断】 

  建物の調査、確認及び検討を行い、本診断の必要性を検討し、その費用を算出することを 

いいます。 

 【本診断】 ※現在、本診断の補助は実施しておりません。 

  建物の劣化状況を調査し、国の規程に基づく耐震診断を行うこといいます。 

 

 

 

 

習志野市では、建築物の安全性の向上を図ることにより災害に強いまちづく

りを推進するために、市民の方が所有し、かつ居住する分譲マンションの耐震

診断を実施する場合に、診断費の一部を補助します。 

  耐震診断（予備診断含む）の契約に先立ち、市への補助金交付申請が必要

となりますので、ご注意ください。 



■耐震診断者とは？ 

 次の全てに該当する方が対象となります。 

ア 一級建築士であって、一級建築士事務所に所属している者であること。 

イ 構造設計一級建築士証の交付を受けている者又は補助金の交付申請の日から起算して過

去５年以内にマンションの耐震診断を行った実績がある者であること。 

ウ マンションの耐震診断を行うため、診断する建築物の構造区分に応じ、都道府県知事が開

催する木造以外の耐震診断に関する講習会又は一般財団法人日本建築防災協会が開催

する木造以外の耐震診断に関する講習会を受講し、これを修了している者であること。 

 

■補助の額は？ 

 耐震診断に要する費用（消費税及び地方消費税を除く。）のうち、耐震診断者に支払った額の３分

の２（１,０００円未満の端数は切り捨て）となります。 

 ただし、１棟につき３４，０００円を限度とします。 

 

■代理受領制度について 

習志野市から耐震診断者に補助金を直接支払うことができます。 

申請者は診断費から補助額を差し引いた額を用意すればよいため、初期費用の負担を軽減できま

す。 

制度を利用する場合には、実績報告書（第２号様式）の５の欄に代理とする補助金の額を記入し、

交付請求書の提出時に委任状（第４号様式）を添付して提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●代理受領のフロー図（耐震診断費８万円、補助金３．４万円の場合） 

※「通常の流れ」と「代理受領の流れ」のどちらかを選択することができます。 

申請者 

市役所 

診断者 申請者 

市役所 

診断者 

① ① 

② 
② 

《通常の流れ》 《代理受領の流れ》 

③ 

① 申請者から診断者へ８万円支払い 

② 実績報告書を市役所へ提出 

③ 市役所から申請者へ３．４万円支払い 

① 申請者から診断者へ４．６万円支払い 

② 実績報告書を市役所へ提出 

③ 市役所から診断者へ 3.4万円支払い 

③ 



■受付期間について 

 令和８年５月７日（木）～令和８年８月３１日（月） 

予定棟数になり次第、受付終了。（受付終了のご案内は市のホームページをご確認ください。） 

 

■受付方法について 

 建築指導課窓口にて、先着順で受付をおこないます。 

 必要書類が揃っていない場合は、受付できない場合がありますのでご注意ください。 

 

■受付時必要書類について 

１．習志野市マンション耐震診断費補助金交付申請書(別記第１号様式) 

２．添付書類・・・別添「手続き時の提出書類」参照 

３．その他（委任状等） 

 

■提出書類の様式について 

各様式は、市のホームページよりダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

習志野市役所 都市環境部 建築指導課 

電 話 ０４７－４５３－９２３１（直通）    ＦＡＸ  ０４７－４５３－７３８４ 

ホームページ https://www.city.narashino.lg.jp/index.html  

（下記コードからもご覧いただけます） 
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